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                                  林業・木材製造業労働災害防止協会 京都府支部 

 

 

「林業架線作業主任者免許試験の受験準備」講習会開催のお知らせ 

 

  労働安全衛生法第 14 条及び労働安全衛生法施行令第 6条の規定により､機械装置若し

くは運材索道の組立て､解体、変更、修理の作業又はこれらの設備による集材、運材の作

業を行う場合、事業主は免許を受けた者のうちから､作業主任者を配置しなければならな

い事になっております。 

  この林業架線作業主任者免許試験は､ 近畿安全衛生技術センター（兵庫県加古川市） 

において､１２月１０日に実施されます。 

  この免許試験のため受験準備講習会を下記のとおり開催しますのでご案内申し上げま

す。 

(注）この講習は試験勉強のための講習です。免許試験の申込等は各自で行ってください。 

 

記 

 

１．講習日時       令和元年１１月２１日（木） 

                            １１月２２日（金）    

１２月 ５日（木）  計３日間 

                  ３日間とも   受付開始    ９：５０ 

                               講    習  １０：００～１６：００ 

２．講習場所     京都府林業会館   

                  京都市中京区西ノ京樋ノ口町１２３ 

３．講    師     林災防安全指導員 

    斉藤 順一郎 氏 

４．受講料等   受講料は、林災防会員、非会員で異なります。詳細は、電話でお尋ね

ください。 

なお、テキスト代（問題集含む）は、６，１８１円（消費税含む）。  

５．申 込 先       〒604－8417  京都市中京区西ノ京内畑町４１－３ 

                 林業・木材製造業労働災害防止協会京都府支部［TEL 075－802－2991］ 

              ６．申込方法   別紙申込書に所要事項を記入し、受講料とテキスト代を添えて申し込ん 

でください。 

                             なお、申込書を郵送される場合は、受講料、テキスト代は、 

               ◎京都銀行  二条駅前支店（１２９） 

普通預金  １０５５６２４ 

                林業・木材製造業労働災害防止協会 

（ﾘﾝｷﾞｮｳﾓｸｻﾞｲｾｲｿﾞｳｷﾞｮｳﾛｳﾄﾞｳｻｲｶﾞｲﾎﾞｳｼｷｮｳｶｲ） 

         

 



◎京都中央信用金庫 三条支店（００６） 

              普通預金 ５１５０６０ 

林材業労災防止協会 

（ﾘﾝｻﾞｲｷﾞｮｳﾛｳｻｲﾎﾞｳｼｷｮｳｶｲ）へ振り込んでください。 

※受講申込後の取り消しの場合は、受講料等は返却いたしかねますので

ご了承ください。 

７．申込期限   令和元年１１月１３日（水）までに必着のこと。 

８．そ の 他     （１）後日、受講票（ハガキ）を送付します。 

（２）テキストは講習会場でお渡しします。 

             （３）駐車場は使用できませんので、公共交通機関や周辺のコインパーキ

ング等をご利用ください。  

             （４）昼食は、各自用意してください。 

             （５）不明の点は申込先へお問い合わせください。 

 

★  参    考 

 

◎ 林業架線作業主任者免許が必要とされる業務 

① 原動機の定格出力が７．５ｋｗを超えるもの 

② 支間の斜距離の合計が３５０ｍ以上のもの 

③ 最大使用荷重が２００㎏以上のもの 

のいずれかの場合におけるこれらの設備の組立て､解体、変更､修理

などの作業 

 

 


